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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月4日(2008.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視的認証パターンのある統計的属性を使って文書のデジタル表現における前記可視的
認証パターンに属する特定領域を位置特定する方法であって、前記統計的属性は前記可視
的認証パターンのノイズ様性を反映するものであり、当該方法は：
　当該文書の前記デジタル表現の前記特定領域の前記統計的属性を決定する動作と、
　前記の決定された統計的属性と前記可視的認証パターンの統計的属性とを使って前記特
定領域が前記可視的認証パターンに属しているかどうかを判定する動作、
とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、当該文書の前記デジタル表現の前記特定領域が前記可視
的認証パターンに属する領域であると判定されたとき、前記の決定する動作と判定する動
作とが、該特定領域に隣接する領域に対して実行されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記統計的属性が前記可視的認証パターン内のピクセル値の典型的な分布であることを
特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法であって：
　前記決定する動作がさらに、前記特定領域内のピクセル値の分布のヒストグラムを作成
する動作を特徴とし、
　前記判定する動作がさらに、作成されたヒストグラムを前記可視的認証パターン内のピ
クセル値の典型的な分布の推定であるヒストグラムと比較する動作を特徴とする、方法。
【請求項５】
　請求項４記載の方法であって：
　当該文書の前記デジタル表現が当該文書のアナログ形のデジタル表現であり、
　さらに、前記可視的認証パターン内のピクセル値の典型的な分布の推定である前記ヒス
トグラムは、コピー処理によってもたらされる前記可視的認証パターンの修正を取り入れ
ていることを特徴とする方法。
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【請求項６】
　請求項１記載の方法であって：
　前記統計的属性が前記可視的認証パターンのエントロピーであり、前記決定する動作が
さらに前記特定領域のエントロピーを決定することを含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法であって、
　前記可視的認証パターンが高いエントロピーを有しており、前記決定する動作および判
定する動作が、当該文書の前記デジタル表現の複数の特定領域について実行され、該複数
の特定領域のうちエントロピーが最大の特定領域が前記可視的認証パターンに属すると解
釈されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法であって、前記決定する動作において、前記可視的認証パターン内
の諸ピクセル値の範囲の外側にあるピクセル値は無視されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法であって、前記統計的属性は、前記可視的認証パターンがきわめて
動的であることであって、前記決定する動作がさらに、前記特定領域がどのくらい動的で
あるかを決定することをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の方法であって、前記決定する動作および判定する動作が当該文書の前記
デジタル表現の複数の特定領域について実行され、該複数の特定領域のうち最も動的であ
る特定領域が前記可視的認証パターンに属すると解釈されることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９記載の方法であって、前記可視的認証パターン内の諸ピクセル値の範囲の外側
にあるピクセル値が前記決定する段階において無視されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１記載の方法であって、前記決定する動作がさらに、前記特定領域のあるピクセ
ルと、該ピクセルの近傍にある各ピクセルとの間の差分の平均を決定することを含むこと
を特徴とする方法。
【請求項１３】
　プロセッサによって実行されたときに、請求項１記載の方法を実施するコードを含むこ
とを特徴とする記憶装置。
【請求項１４】
　可視的認証パターンのある統計的属性を使って文書のデジタル表現における前記可視的
認証パターンに属する特定領域を位置特定する装置であって、前記統計的属性は前記可視
的認証パターンのノイズ様性を反映するものであり、当該装置は：
　前記装置にとってアクセス可能であるメモリを有しており、前記メモリが当該文書の前
記デジタル表現を含んでおり、前記装置が当該文書の前記デジタル表現のうち前記特定領
域の前記統計的属性を決定し、その決定された統計的属性と前記可視的認証パターンの統
計的属性とを使って前記特定領域が前記可視的認証パターンに属しているかどうかを判定
する、
ことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の装置であって、前記装置が、前記特定領域が前記可視的認証パターン
に属すると判定したとき、前記装置は、当該文書の前記デジタル表現において前記特定領
域に隣接するある領域の統計的属性を決定し、前記決定された隣接領域の統計的属性と前
記可視的認証パターンの統計的属性とを使って前記隣接領域が前記可視的認証パターンに
属しているかどうかを判定することを特徴とする装置。
【請求項１６】
　前記統計的属性が前記可視的認証パターン内のピクセル値の典型的な分布であることを
特徴とする、請求項１４記載の装置。
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【請求項１７】
　請求項１６記載の装置であって、前記装置が、前記特定領域内のピクセル値の分布のヒ
ストグラムを作成し、作成されたヒストグラムを前記可視的認証パターン内のピクセル値
の典型的な分布の推定であるヒストグラムと比較することを特徴とする装置。
【請求項１８】
　請求項１４記載の装置であって、前記可視的認証パターンの前記統計的属性が高いエン
トロピーであり、前記装置が、前記デジタル表現の複数の特定領域のエントロピーを決定
し、エントロピーが最大の特定領域を前記可視的認証パターンに属するものとして選択す
ることを特徴とする装置。
【請求項１９】
　請求項１４記載の装置であって、前記統計的属性は、前記可視的認証パターンがきわめ
て動的であることであって、前記装置が、前記デジタル表現の複数の特定領域がどのくら
い動的であるかを判定し、最も動的である特定領域を前記可視的認証パターンに属すると
して選択することを特徴とする装置。
【請求項２０】
　プロセッサによって実行されたときに、請求項１４記載の装置を実装するコードを含む
ことを特徴とする記憶装置。
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